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三
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一

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
九
号

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第
一

項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二

第
一
項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第
一

項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
知
事
が
最
低
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
及
び
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め

る
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
齢
階
層
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
額

及
び
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

年
　
齢
　
階
　
層

最
　
低
　
限
　
度
　
額

最
　
高
　
限
　
度
　
額

二
十
歳
未
満

四
、
二
四
三
円

一
三
、
一
五
八
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
〇
六
五
円

一
三
、
一
五
八
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
九
五
四
円

一
三
、
一
五
八
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
六
六
四
円

一
六
、
二
一
二
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

七
、
一
四
〇
円

一
九
、
〇
三
五
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
二
六
二
円

二
一
、
四
八
四
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
〇
六
七
円

二
二
、
六
〇
〇
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
四
三
九
円

二
三
、
七
六
九
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

六
、
〇
二
六
円

二
三
、
三
九
二
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
三
二
三
円

二
一
、
〇
二
五
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

四
、
一
四
〇
円

一
六
、
二
九
九
円

七
十
歳
以
上

四
、
一
四
〇
円

一
三
、
一
五
八
円

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
関
係
告
示
の
廃
止
）

２
　
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第

一
項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額
（
平
成
四
年
山
梨
県
告
示
第
二

百
八
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
適
用
区
分
）

３
　
こ
の
告
示
の
規
定
は
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後
の
期
間
に
係

る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
施
行
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償

に
係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基

礎
額
及
び
施
行
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

公
　
　
　
告

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
六
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
七
十
二
号
　
　
平
成
十
六
年
四
月
二
十
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
一
一

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年

四
月
二
十
六
日

第
千
四
百
七
十
二
号

月　曜　日



山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
ア
ル
プ
ス
市
十
五
所
字
西
原
六
八
四
の
一
、
六
八
四
の
二
、
六
八
五
の
三
、
六
九
九
の
一
、
六

九
九
の
二
、
七
〇
〇
の
一
、
七
〇
〇
の
二
、
七
〇
〇
の
三
、
七
〇
〇
の
四
、
七
〇
〇
の
五
、
七
一
七

の
二
、
七
二
九
の
一
、
七
三
一
、
七
三
二
の
一
、
七
三
四
、
七
三
五
の
一
、
七
三
六
の
一
並
び
に
小

笠
原
字
雨
久
保
一
四
二
三
の
四
、
一
四
五
四
の
三
、
一
四
五
四
の
四
、
一
四
六
九
の
一
及
び
一
四
六

九
の
二

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
台
東
区
上
野
七
丁
目
十
四
番
四
号
　
ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
越
智

壯
発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
七
十
二
号
　
　
平
成
十
六
年
四
月
二
十
六
日

三
一
二


